
空調機更新修繕仕様書 

 

 

１ 目 的  本修繕は相模原市（以下、発注者という）、南清掃工場の老朽化した空調機の 

更新修繕を行い、機能の回復を図る。 

 

２ 場 所  相模原市南清掃工場 相模原市南区麻溝台１５２４－１ 

 

３ 履行期間  契約締結日 から 令和９年１月２９日 

 

４ 修繕内容  空調機の更新及び撤去（別紙数量表のとおり） 

 

５ 一般事項 

（１）更新にあたり、産業廃棄物が発生した場合は適切に処理すること。 

（２）本設備は、機器設置及び調整試験後、発注者による検査合格をもって検収とする。 

（３）検収後１年以内に発生する障害で、機器設置に起因する障害は、受注者において速やかに

無償で修理又は、交換するものとする。 

（４）クレーン車での搬入搬出作業等については日曜日の作業とする。 

（５）更新作業において発生する軽微な作業，補修等については，本契約の作業範囲として実施

すること。指定した部材以外のもが必要となった場合には、必要な部材等については受注者

で負担すること。（更新において、配線の延長が必要となった場合はエコ電線およびエコケ

ーブルを使用すること） 

（６）職員等常駐箇所空調機については調整の上、優先的に実施すること。 

（７）既設室内機プレフィルタについては再利用するため簡易清掃の上、発注者へ手渡すこと。 

 

６ 提出書類 

（１）完了報告書 

（２）その他発注者が指示するもの 

 

７ 安全対策 

作業時及び構内移動時は常に安全に留意し、重量物、電気工作物の取扱等、人身・設備に万

全の対策を講ずること。 

 

８ 環境配慮 

（１）受注者は、「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネル

ギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守する

こと。 

（２）受注者は、発注者への提出書類及び添付資料については、紙で提出の場合は再生紙を使用

すること。 

 

（３）受注者は、業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、 

他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努 

ること｡ 

（４）受注者は、業務の実施において、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の

処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、相模原市一般廃棄物処理実

施計画など、関連法令等を遵守し、適正に処理すること。 

 

９ 疑義等の解決 

この仕様書に定めのない事項及びこの契約上の疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議

のうえ決定する。 

 

以 上   


